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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部（１ａ、１ｂ）を有する文字板（１）と、
　前記文字板（１）の前面側に配置され、前記表示部（１ａ、１ｂ）を指す指針部を有す
る円盤状の指針板（２）とを備える表示装置において、
　前記指針板（２）は、透光性材料により構成され、前記指針板（２）の内部を光が進行
するようになっているとともに、その中心に配置された指針軸（７ａ）を中心に回転する
ものであり、
　前記指針軸（７ａ）の周囲に複数配置され、前記指針板（２）の中心側から前記指針板
（２）の内部に光を照射する光源（８）と、
　前記指針板（２）の裏面（２２）に設けられ、前記指針部（１５）を表すように、前記
指針板（２）の内部を進行する光を視認者側に反射させ、透光性材料により構成された第
１の反射部（１１、５２、５３）と、
　前記指針板（２）の外周端（２３）に設けられ、前記光源（８）から前記指針板（２）
の内部に照射された光を、前記指針板（２）の内部に向けて反射させて前記第１の反射部
（１１、５２、５３）に指向させる第２の光反射部（９）とを備えることを特徴とする表
示装置。
【請求項２】
　前記第１の反射部は溝（１１）により構成されていることを特徴とする請求項１に記載
の表示装置。



(2) JP 4665691 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記溝（１１）を構成する面（１２、１３、５１）には、凹凸（１２ａ）が設けられて
いることを特徴とする請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１の反射部（１１、５２、５３）は、前記指針部（１５）の先端側から根本側に
向かう方向で、光の反射量を変化させた構造であることを特徴とする請求項１に記載の表
示装置。
【請求項５】
　前記溝（１１）は、前記指針部（１５）の先端側から根本側に向かう方向で、形状が一
定で、かつ、大きさが異なっている構造であることを特徴とする請求項２または３に記載
の表示装置。
【請求項６】
　前記指針板（２）の前面（２１）側に、前記指針板（２）のうちの前記光源（８）から
光が入射される部位（２ｄ、２３）を覆うように配置され、光が透過しない光不透過部（
１４、３１）を有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載の表示装
置。
【請求項７】
　前記光不透過部（１４、３１）は、裏面側から照射された光を、前記文字板（１）の前
面に向けて反射するようになっていることを特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記光源（８）として、第１の色で発光する第１の光源（８ａ）と、前記第１の色と異
なる第２の色で発光する第２の光源（８ｂ）とが用いられており、
　前記第１の光源（８ａ）と前記第２の光源（８ｂ）の少なくとも一方を点灯させる制御
を行う制御手段（８１）を備えることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１つに記
載の表示装置。
【請求項９】
　前記制御手段（８１）は、前記第１の光源（８ａ）と前記第２の光源（８ｂ）のどちら
か一方のみを点灯させた状態から、他方のみを点灯させた状態に切り替える制御を行うよ
うになっていることを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記制御手段（８１）は、前記第１の光源（８ａ）と前記第２の光源（８ｂ）の両方を
点灯させた場合に、前記第１の光源（８ａ）と前記第２の光源（８ｂ）のそれぞれの発光
強度を変更させる制御を行うようになっていることを特徴とする請求項８に記載の表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透過型円盤指針を備える表示装置に関するものであり、特に、車両に搭載さ
れる計器等の車両用表示装置に用いて好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置の１つとして、透過型円盤指針を備えるアナログメータがある。従来の透過型
円盤指針は、例えば、回転駆動内機により回転駆動される円盤状の指針板にスリットを設
け、指針板のうちスリットを除く部分を不透光性として、指針板の背後から光を照射する
ことで、このスリットからの光を指針として見えるようにしたものである（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特許第３０１２０９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　ところで、表示装置では、例えば、指針が指し示す文字や目盛り等の表示部の判読性を
向上させるためには、文字板の前面側に指針板を配置して、文字板に設けられた文字や目
盛り等と、指針とをオーバラップさせて表示させることが好ましい。
【０００４】
　しかし、上記した従来の透過型円盤指針では、指針板のうちスリットを除く部分が不透
光性（不透明）であることから、これらをオーバラップさせると文字や目盛り等が指針板
で見えなくなってしまうため、指針板を文字板に設けられた文字や目盛り等とオーバラッ
プさせて配置することができなかった。
【０００５】
　本発明は、上記点に鑑み、文字板の前面側に指針板を配置して、文字板に設けられた文
字や目盛り等の表示部と、指針とをオーバラップさせて表示させることができる透過型円
盤指針を備える表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明では、文字板（１）の前面側に配置され、表示部（１
ａ、１ｂ）を指す指針部を有する円盤状の指針板（２）とを備える表示装置において、
　指針板（２）は、透光性材料により構成され、指針板（２）の内部を光が進行するよう
になっているとともに、その中心に配置された指針軸（７ａ）を中心に回転するものであ
り、
　指針軸（７ａ）の周囲に複数配置され、指針板（２）の中心側から指針板（２）の内部
に光を照射する光源（８）と、
　指針板（２）の裏面（２２）に設けられ、指針部（１５）を表すように、指針板（２）
の内部を進行する光を視認者側に反射させ、透光性材料により構成された第１の反射部（
１１、５２、５３）と、
　指針板（２）の外周端（２３）に設けられ、光源（８）から指針板（２）の内部に照射
された光を、指針板（２）の内部に向けて反射させて第１の反射部（１１、５２、５３）
に指向させる第２の光反射部（９）とを備えることを第１の特徴としている。
【０００９】
　これによれば、従来の表示装置と異なり、指針部だけでなく、指針板のうちの指針部以
外の部分も透明にすることができ、特に、第１の反射部を透光性材料により構成している
ので、指針板全体を透明にすることができる。
【００１０】
　このため、本発明によれば、文字板に設けられた文字や目盛り等の表示部に対して、指
針板をオーバラップさせて配置することができる。この結果、指針を文字板の文字や目盛
り等の表示部にオーバラップさせて表示できるので、指針部が指し示す文字や目盛り等の
表示部の判読性を向上させることができる。
　また、本発明の第１の特徴によれば、光源からの光だけでなく、第２の反射部で反射さ
れた光も、第１の反射部で反射させることができるので、第２の光反射部を有していない
場合と比較して、光効率を向上させることができる。すなわち、第２の光反射部を有して
いない場合と光源が同じ場合、指針部をより明るく光輝させることができる。また、第２
の光反射部を有していない場合と指針の明るさを同様とするとき、必要な光源の光照射量
を低減させることができる。
【００１１】
　具体的には、第１の反射部を、指針板の裏面に設けた凹凸により構成することができる
。また、第１の反射部を、指針板の裏面に設けた溝（１１）により構成することができる
。この場合、溝（１１）を構成する面（１２、１３、５１）に、凹凸（１２ａ）を設ける
ことが好ましい。
【００１２】
　また、本発明では、第１の反射部（１１、５２、５３）が、指針部（１５）の先端側か
ら根本側に向かう方向で、光の反射量を変化させた構造となっていることを第２の特徴と
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している。
【００１３】
　これにより、指針部の明るさを根本側から先端側に向かう方向で異ならせることができ
る。
【００１４】
　例えば、第１の反射部を、指針板の裏面に設けた凹凸により構成する場合、この凹凸の
深さを異ならせることができる。また、第１の反射部を、指針板の裏面に設けた溝（１１
）により構成する場合、溝を、形状が一定の状態で、かつ、大きさが異なっている構造と
することができる。
【００１８】
　また、例えば、指針板（２）の前面（２１）側に、指針板（２）のうちの光源（８）か
ら光が入射される部位（２ｄ、２３）を覆うように、光が透過しない光不透過部（１４、
３１）を配置することができる。
【００１９】
　これにより、光源の光のうち、指針板の内部を進行しない光が、直接、視認者の目に入
るのを防ぐことができる。
【００２０】
　また、光不透過部（１４、３１）の構成を、裏面側から照射された光を、文字板（１）
の前面に向けて反射する構成とすることが好ましい。
【００２１】
　これにより、光源の光のうち、指針板の内部を進行しない光を、この光不透過部で反射
させ、この反射光で文字板を照らすことで、文字板に、例えば、グラデーション模様等を
表すことができる。
【００２２】
　また、本発明では、光源（８）として、第１の色で発光する第１の光源（８ａ）と、第
１の色と異なる第２の色で発光する第２の光源（８ｂ）とを用い、第１の光源（８ａ）と
第２の光源（８ｂ）の少なくとも一方を点灯させる制御を行う制御手段（８１）を備える
ことを第３の特徴としている。
【００２３】
　本発明によれば、制御手段（８１）による点灯制御により、指針部の色を任意に変更で
きる。
【００２４】
　例えば、制御手段（８１）に、第１の光源（８ａ）と第２の光源（８ｂ）のどちらか一
方のみを点灯させた状態から、他方のみを点灯させた状態に切り替える制御を行わせるこ
とができる。
【００２５】
　これにより、第１の光源および第２の光源を、少なくとも、指針板（２）の内部に光を
照射できる位置に配置していれば、各光源の配置場所を問わずに、任意のタイミングで、
指針部の色を第１の色から第２の色、もしくは、第２の色から第１の色に変更することが
できる。
【００２６】
　また、制御手段（８１）に、第１の光源（８ａ）と第２の光源（８ｂ）の両方を点灯さ
せた場合に、第１の光源（８ａ）と第２の光源（８ｂ）のそれぞれの発光強度を変更させ
る制御を行わせることができる。
【００２７】
　このように、第１の光源と第２の光源の両方を点灯させることで、指針部の色を第１の
色の光と第２の色の光とを混合させた色にすることができる。さらに、第１の光源と第２
の光源のそれぞれの発光強度を変更させることで、第１の色と第２の色の混合量を変更で
き、指針部の色を種々の色に変更することができる。
【００２８】
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　なお、第１の光源、第２の光源の他に、第３の光源を用い、これらの光源の発光色を、
それぞれ、赤、緑、青色とすることが好ましい。これにより、指針部の色を、あらゆる種
類の色に変更することができる。
【００２９】
　なお、特許請求の範囲およびこの欄で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　（第１実施形態）
　図１に、本発明の第１実施形態における表示装置の正面図を示す。また、図２に図１中
のＡ－Ａ線断面図を示し、図３（ａ）に図１中のＢ－Ｂ線断面図を示し、図３（ｂ）に図
３（ａ）中の破線で囲まれた領域Ｃの拡大図を示す。
【００３１】
　本実施形態では、車両用表示装置の１つであるスピードメータを例として説明する。な
お、本実施形態の車両用表示装置は、指針板の構成が従来と異なるものである。
【００３２】
　図１、２に示すように、車両用表示装置は、文字板１と、指針板としての導光円盤指針
２とを備えている。
【００３３】
　文字板１は、図１、２に示すように、円形状であり、中央に開口部１ｃを有している。
文字板１は、光が透過する透光性材料、例えば、透明なアクリル樹脂により構成されてい
る。文字板１の外周部には、表示部としての文字１ａや目盛り１ｂが設けられている。例
えば、目盛り１ｂは円弧状に複数配置されており、円弧状に配置された複数の目盛り１ｂ
の内周側に、文字１ａが円弧状に複数配置されている。
【００３４】
　文字１ａおよび目盛り１ｂは光が透過するように構成され、文字板１のうち文字１ａお
よび目盛り１ｂを除く部分には、光が透過しないように、不透光性着色層が形成されてい
る。この不透光性着色層は、例えば、不透光性黒色インクにより構成されている。
【００３５】
　文字板１の背面側には、基板３と、基板上の文字板用光源４と、文字板用光源４からの
光を遮断する遮光板５、６とが配置されている。遮光板５は文字板１の外周側に配置され
ており、遮光板６は文字板１の開口部１ｃ側に配置されている。遮光板５、６により遮光
された状態で、文字板１は背面側から文字板用光源４によって透過照明される。
【００３６】
　導光円盤指針２は、図１に示すように、全体としては略円盤形状であり、図２に示すよ
うに、円形の表面（前面）２１および裏面２２と、側面２３とを有している。本実施形態
では、側面２３は、表面２１および裏面２２と垂直な平面である。なお、前面とは視認者
側の面をいう。
【００３７】
　また、導光円盤指針２は、図１、２に示すように、文字板１の前面側に、文字板１の文
字１ａおよび目盛１ｂとオーバラップするように配置されている。導光円盤指針２は、光
が透過する透光性材料、例えば、アクリル、ポリカーボネート等の透明な樹脂により構成
されており、透明である。なお、導光円盤指針２は無色であり、もしくは、黒色、灰色、
赤色等の色で着色されている。
【００３８】
　導光円盤指針２は、具体的には、図２に示すように、中央に位置する中央部２ａと、そ
の周囲であって文字板１の前面に位置する円盤形状の円盤部２ｂとを有している。中央部
２ａは、後述するボス１４に覆われている領域である。中央部２ａは、図２に示すように
、文字板１の開口部１ｃ内に突出した形状となっている。中央部２ａは、基板３の裏面側
に配置されているムーブメント７の回転軸７ａと接続されている。このムーブメント７に



(6) JP 4665691 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

よって、導光円盤指針２は、文字板１の前面を回動するようになっている。
【００３９】
　円盤部２ｂは、導光円盤指針２のうち中央部２ａを除く部分である。円盤部２ｂは薄く
なっており、円盤部２ｂの厚さは、例えば、１．５ｍｍである。円盤部２ｂは、その外周
側もしくは内周側から表面２１と裏面２２との間に光が照射された場合、その内部、すな
わち、表面２１と裏面２２との間を光が進行するようになっている。なお、円盤部２ｂの
内部を通る光には、円盤部２ｂの表面２１および裏面２２と平行に進行する光と、表面２
１および裏面２２に反射しながら進行する光とがある。
【００４０】
　ここで、導光円盤指針２に光を照射する導光円盤指針用の光源８は、図１、２に示すよ
うに、文字板１の開口部１ｃ内に、複数配置されている。すなわち、導光円盤指針用光源
８は、導光円盤指針２の中央部２ａに対向する位置に配置されている。なお、この導光円
盤指針用光源８は、基板３上であって、指針軸７ａの周囲に配置されている。
【００４１】
　また、光源８は、すべて、同じ色、例えば、白色で発光する。なお、他の色で発光する
光源８を用いることもできる。
【００４２】
　また、導光円盤指針２は、中央部２ａに設けられた導光部２ｃおよび反射面２ｄを有し
ている。導光部２ｃは、導光円盤指針用光源８に対向する部位に位置し、導光円盤指針用
光源８の光を、円盤部２ｂに導くためのものである。反射面２ｄは、導光部２ｃを通る導
光円盤指針用光源８からの光を円盤部２ｂに向けて反射させるものである。
【００４３】
　また、導光円盤指針２は、側面２３、すなわち、導光円盤指針２の外周端２３に設けら
れた第２の反射部としての反射コート９を有している。なお、外周端２３が本発明の外周
部に相当する。反射コート９は、側面２３のうちの導光円盤指針２の中心側の面に配置さ
れており、円盤部２ｂを通って導光円盤指針２の外周端２３に到達した光を反射させて、
再び、円盤部２ｂの内部を進行させるためのものである。反射コート９としては、例えば
、不透光性の白色塗料を用いることができる。
【００４４】
　また、導光円盤指針２の円盤部２ｂには、図１に示すように、半径方向に直線状に伸び
る溝１１が設けられている。この溝１１が本発明の第１の反射部に相当する。この溝１１
は、本実施形態では、中央部２ａから外周端２３まで伸びている。溝１１の幅１１ａは小
さく、例えば、０．５～２ｍｍである。
【００４５】
　また、この溝１１は、図３（ａ）に示すように、導光円盤指針２の裏面２２に形成され
ている。すなわち、溝１１は、導光円盤指針自体に設けられている。溝１１は、例えば、
導光円盤指針２に対して機械的な加工が施されることにより形成される。
【００４６】
　この溝１１はいわゆるＶ溝であり、断面形状がＶ字形状となっている。溝１１を構成す
る面１２、１３の角度は、導光円盤指針２の内部を進行する光を、視認者側に反射する角
度となっている。なお、溝１１を構成する面１２、１３の角度は光を全反射する角度が好
ましい。本実施形態では、溝１１を構成する面１２、１３が導光円盤指針２の表面２１、
裏面２２の垂線に対してなす角度θは、ともに、例えば、４５°となっている。
【００４７】
　また、溝１１を構成する面１２、１３には、拡散処理が施されている。具体的には、機
械的加工により溝１１を構成する面１２、１３を荒らす処理が施されている。これにより
、図３（ｂ）に示すように、溝１１を構成する面１２、１３には、しぼ（微小な凹凸）１
２ａが形成されている。
【００４８】
　これは、図３（ａ）中の矢印で示すような表面２１および裏面２２に平行な光だけでな
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く、表面２１、裏面２２を反射して、導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部を進行する光も
、視認者側に反射させるためである。
【００４９】
　このように、導光円盤指針２では、導光部２ｃ、反射面２ｄが設けられているので、導
光円盤指針用光源８からの光は、図２中の破線で示す矢印のように、導光部２ｃを通り、
反射面２ｄで反射して、円盤部２ｂの内部を進行するようになっている。
【００５０】
　そして、導光円盤指針２の外周端２３に反射コート９が設けられているので、導光円盤
指針２の外周端に到達した光は、図１、２中の破線で示す矢印のように、反射コート９で
反射し、再び、円盤部２ｂの内部を進行するようになっている。なお、反射コート９で反
射した光は、さらに導光円盤指針２の内部を進行し、反射コート９に到達した光は、再び
、反射コート９で反射する。このようにして、導光円盤指針用光源８から照射された光は
、円盤部２ｂの内部を、種々の方向に進行するようになっている。
【００５１】
　また、導光円盤指針２では、導光円盤指針２の裏面に溝１１が設けられているので、円
盤部２ｂの内部を種々の方向に進行する光は、図３（ａ）に示すように、円盤部２ｂの溝
１１で、表面２１側（視認者側）に反射するようになっている。
【００５２】
　なお、本実施形態では、図示しないが、導光円盤指針２の円盤部２ｂの表面２１に、無
反射コーティングを施している。これにより、車両用表示装置の外部から導光円盤指針２
に対して入射された光が、導光円盤指針２の表面で反射して、視認者の目に入ることによ
って、車両用表示装置の視認性の悪化を抑制することができる。
【００５３】
　また、本実施形態では、図１、２に示すように、導光円盤指針２の前面側にボス１４が
配置されている。ボス１４は、裏面側に位置する導光円盤指針用光源８から照射された光
を透過せず、反射させるものであり、導光円盤指針２の反射面２ｄを含む中央部２ａを覆
っている。
【００５４】
　このボス１４により、導光円盤指針２の反射面２ｄを覆うことで、導光円盤指針用光源
８からの光であって、導光円盤指針２の反射面２ｄを通り抜けた光が、視認者の目に入る
のを抑制している。
【００５５】
　また、このボス１４により、導光円盤指針用光源８からの光であって、導光円盤指針２
の反射面２ｄを通り抜けた光を反射させて、この反射光で文字板１の前面を照らして、文
字板１に光の模様を表すようにしている。例えば、文字板１の文字、目盛り以外の部分を
黒色として、導光円盤指針用光源８の光の色を赤色とした場合、文字板１に、文字板１の
中心から放射状に、赤色のグラデーション模様を表すことができる。
【００５６】
　ボス１４としては、例えば、ポリカーボネートの表面もしくは裏面に、光不透過性の白
色塗料が塗布されたものを用いることができる。なお、ボス１４としては、他にも、ＡＢ
Ｓ樹脂等により構成され、不透光性で光を反射する明色とされたものを用いることもでき
る。
【００５７】
　次に、導光円盤指針用光源８の消灯、点灯時における本実施形態の車両用表示装置での
導光円盤指針２の見え方について説明する。図４に、導光円盤指針用光源８の消灯時にお
ける車両用表示装置の正面図を示し、図５に、導光円盤指針用光源８の点灯時における車
両用表示装置の正面図を示す。
【００５８】
　導光円盤指針用光源８の消灯時では、図４に示すように、視認者には指針が見えない。
これは、導光円盤指針２は、溝１１と、溝１１を除く部分とが透明だからであり、すなわ
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ち、導光円盤指針２はボス１４で覆われていない部分全体が透明だからである。
【００５９】
　一方、導光円盤指針用光源８の点灯時では、図５に示すように、視認者には、半径方向
でボス１４から導光円盤指針２の外周端まで直線状に伸びる形状で、発光した指針１５の
みが見え、導光円盤指針２のうち指針１５を除く部分１６では、文字板１の文字１ａ、目
盛り１ｂが透けて見える。そして、指針１５は、ムーブメント７によって、導光円盤指針
２が回動することにより、回動しながら表示される。
【００６０】
　これは、導光円盤指針用光源８からの光が、図１に示すように、導光円盤指針２（円盤
部２ｂ）の内部をあらゆる方向に進行し、導光円盤指針２のうち溝１１を除く部分１６で
は、視認者側に光が反射せず、導光円盤指針２の溝１１では、視認者側に光が反射するた
めである。
【００６１】
　なお、このとき、視認される指針１５の形状は、溝１１のレイアウト形状と同様である
。また、導光円盤指針用光源８の発光色が白色の場合、指針１５は白色で表示される。ま
た、指針１５は、溝１１の形状および大きさがどの位置においても同じであるため、根本
側から先端側のどの位置においても同じ明るさで表示される。
【００６２】
　次に、本実施形態の主な特徴を説明する。
【００６３】
　（１）本実施形態の車両用表示装置は、文字板１と、導光円盤指針２と、導光円盤指針
用光源８とを備えている。そして、上記したように、導光円盤指針用光源８は、導光円盤
指針２の中央部２ａに対向する位置に配置されており、中央部２ａに対して光を照射する
ようになっている。
【００６４】
　また、導光円盤指針２は、透光性材料により構成され、導光部２ｃ、反射面２ｄ、反射
コート９を有している。このため、導光円盤指針用光源８から光が照射されると、導光円
盤指針２では、導光円盤指針用光源８から照射された光が、導光円盤指針２の円盤部２ｂ
の内部をあらゆる方向に進行するようになっている。
【００６５】
　また、導光円盤指針２は、円盤部２ｂの裏面に設けられた溝１１を有している。この溝
１１を構成する面１２、１３は、導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部を進行する光を視認
者側に反射させることができる角度となっており、半径方向に中央部２ａから外周端まで
直線状に伸びるレイアウトとなっている。そして、導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部を
進行する光が、溝１１で視認者側に反射することで、指針１５が表れるようになっている
。
【００６６】
　このように、本実施形態では、導光円盤指針２を透明として、導光円盤指針２自体に溝
１１を設け、導光円盤指針２の内部を進行する光を溝１１で反射させて、指針１５を表す
ようにしている。すなわち、溝１１で光を反射させることで指針１５を表すようにしてい
るので、導光円盤指針２の円盤部２ｂのうち、溝１１を除く部分１６も透明にすることが
できる。すなわち、円盤部２ｂの全体を透明にすることができる。
【００６７】
　このため、本実施形態によれば、文字板１の文字１ａや目盛り１ｂが設けられた領域に
対して、導光円盤指針２をオーバラップさせて配置することができる。この結果、指針１
５を文字板１の文字１ａや目盛り１ｂにオーバラップさせて表示できるので、文字１ａや
目盛り１ｂの判読性を向上させることができる。
【００６８】
　（２）上記特許文献１のように、スリットを設けた指針板では、指針板のスリットとス
リット以外の部分との差がはっきりしているため、光源が消灯した状態でも、視認者は指
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針の存在を認識できた。
【００６９】
　これに対して、本実施形態では、溝１１で光を反射させることで指針１５を表すように
しており、この溝１１は、導光円盤指針２の一部であり、導光円盤指針２のうち溝１１を
除く部分と同様に透明である。
【００７０】
　このため、本実施形態によれば、導光円盤指針用光源８が消灯している場合では、図４
に示すように、文字板１の前面に指針が存在しないように、視認者に見せることができる
。そして、導光円盤指針用光源８を点灯した場合に、指針１５が何も無いところから突然
、登場したように視認者に見せることができる。
【００７１】
　（３）本実施形態では、導光円盤指針２の溝１１で光を視認者側に反射させることで、
指針１５を表している。このため、溝１１の幅１１ａを変更することで、指針１５の幅を
任意に設定することができる。したがって、本実施形態によれば、溝１１の幅１１ａを小
さく設定することで、細い指針１５を表すことができる。
【００７２】
　（４）本実施形態では、導光円盤指針２の裏面２２に溝１１を設けている。また、導光
円盤指針２の裏面２２は、文字板１の前面に対して非常に近い位置となっている。このた
め、文字板１に指針１５が密着しているような感じを、視認者に対して与えることができ
る。
【００７３】
　（５）本実施形態では、導光円盤指針２は、外周端２３に配置された反射コート９を有
している。これにより、反射面２ｄで反射された導光円盤指針用光源８からの光を、さら
に、反射コート９で反射させ、反射した光を円盤部２ｂの内部に進行させるようにしてい
る。
【００７４】
　ここで、導光円盤指針２の構成において、本実施形態と異なり、反射コート９を省略す
ることもできる。反射コート９で反射させなくても、導光円盤指針用光源８からの光を、
中央部２ａの反射面２ｄで反射させることで、導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部に光を
進行させ、溝１１でその光を視認者側に反射させることができるからである。
【００７５】
　しかし、この場合、複数の導光円盤指針用光源８のうち、溝１１の近くに位置する導光
円盤指針用光源８からの光しか、溝１１で反射させることができず、導光円盤指針用光源
８から離れた位置、例えば、中央部２ａを中心として、溝１１と反対側に位置する導光円
盤指針用光源８からの光を溝１１で反射させることができない。
【００７６】
　これに対して、本実施形態のように、導光円盤指針２の外周端２３に反射コート９を設
けることで、例えば、中央部２ａを中心として、溝１１と反対側に位置する導光円盤指針
用光源８からの光も反射コート９で反射させることで、溝１１で視認者側に反射させるこ
とができる。すなわち、反射コート９を設けることで、すべての導光円盤指針用光源８か
らの光を溝１１で反射させることができる。
【００７７】
　これにより、導光円盤指針２の外周端２３に反射コート９を設けていない場合と比較し
て、光効率を向上させることができる。すなわち、反射コート９を有していない場合と同
じ導光円盤指針用光源８を用いている場合、指針１５をより明るく光輝させることができ
る。また、反射コート９を有していない場合と指針１５の明るさを同様とするとき、必要
な導光円盤指針用光源８の光照射量を低減させることができる。
【００７８】
　（６）本実施形態では、導光円盤指針２の中央部２ａに対向する位置にのみ導光円盤指
針用光源８を配置し、中央部２ａに対してのみ光を照射するようにしている。
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【００７９】
　従来では、上記特許文献１に記載されているように、指針板全体を、常に、照明する必
要があった。これは、従来の指針板では、指針板が回動しても常にスリットに光が指針板
の背後から照射されるようにするためである。このため、従来では、指針板全体を照明で
きる光源が必要であり、大きな光源もしくは数多くの光源を用いる必要があった。
【００８０】
　これに対して、本実施形態では、導光円盤指針２は、円盤部２ｂの内部に光を進行させ
、溝１１で視認者側に光を反射させることで指針１５を表す構成であるため、導光円盤指
針２全体に対して光を照射しなくても、導光円盤指針２の中央部２ａ、すなわち、一部に
対してのみ光を照射すれば十分である。
【００８１】
　したがって、本実施形態によれば、上記特許文献１のような従来の車両用表示装置と比
較して、導光円盤指針用光源８の小型化や、配置する導光円盤指針用光源８の数を少なく
することができる。
【００８２】
　（第２実施形態）
　図６に、本発明の第２実施形態における車両用表示装置の正面図を示す。また、図７に
図６中のＤ－Ｄ線断面図を示す。なお、図６、７では、図１、２と同様の構成部に、同一
の符号を付している。以下では、図１、２と異なる点について説明する。
【００８３】
　第１実施形態では、導光円盤指針用光源８を導光円盤指針２の中央部２ａに対向する位
置に配置する場合を例として説明したが、本実施形態のように、導光円盤指針２の外周端
２３に対して対向する位置に、導光円盤指針用光源８を配置することもできる。この外周
端２３が本発明の外周部に相当する。
【００８４】
　具体的には、図６、７に示すように、導光円盤指針２の外周に沿った位置に、複数、例
えば、８個の導光円盤指針用光源８を配置することもできる。
【００８５】
　また、本実施形態では、導光円盤指針２の側面２３は、導光円盤指針用光源８から照射
された光を導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部に進行させるように、表面２１および裏面
２２に対して傾斜している。すなわち、側面２３が光反射面となっている。
【００８６】
　この側面２３により、導光円盤指針用光源８から導光円盤指針２の外周端に光が照射さ
れると、照射された光は、側面２３で反射して、円盤部２ｂの内部を進行するようになっ
ている。なお、側面２３で反射した光は、中央部２ａに向かう方向だけでなく円盤部２ｂ
の内部全体に対して、進行するようになっている。
【００８７】
　また、本実施形態では、円盤部２ｂのうち、中央部２ａ側の端部に、反射コート９が配
置されている。この反射コート９により、図７に示すように、円盤部２ｂの内部を進行す
る光が反射して、再び、円盤部２ｂの内部を進行するようになっている。
【００８８】
　このようにして、本実施形態においても、側面２３で反射した光や、反射コート９によ
って反射した光が、円盤部２ｂの内部を種々の方向に進行するようになっている。そして
、図６に示すように、側面２３で反射した光や、反射コート９によって反射した光が、溝
１１に到達した場合に、視認者側に反射するようになっている。
【００８９】
　また、本実施形態では、導光円盤指針２の外周端２３に対向する位置に導光円盤指針用
光源８を配置しているので、図６、７に示すように、側面２３を覆うように、導光円盤指
針２の前面に、マスク３１が配置されている。このマスク３１は、第１実施形態で説明し
たボス１４と同様の役目を果たすものである。また、文字板１および導光円盤指針２の最
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外周に、導光円盤指針用光源８の光を外部に対して遮断する遮光板３２が配置されている
。
【００９０】
　図８に、導光円盤指針用光源８の点灯時における車両用表示装置の正面図を示す。図８
に示すように、本実施形態においても、円盤部２ｂの内部を進行する光が、導光円盤指針
２の溝１１で視認者側に光が反射するため、第１実施形態と同様に、視認者には、半径方
向でボス１４から導光円盤指針２の外周端まで直線状に伸びる形状で、発光した指針１５
のみが見える。
【００９１】
　このように、導光円盤指針２の外周端２３に対して光を照射するように、導光円盤指針
用光源８を配置することができる。
【００９２】
　また、本実施形態においても、反射コート９を有しているので、第１実施形態と同様に
、光効率を向上させることができるという効果を奏する。なお、本実施形態においても、
第１実施形態と同様に、導光円盤指針２の構成を、反射コート９を省略した構成とするこ
ともできる。
【００９３】
　（第３実施形態）
　図９、１０に、本実施形態の第１、第２の例における導光円盤指針２の正面図を示す。
図９、１０は、図１に対応する図であり、図１中の導光円盤指針２のみを表示した図であ
る。
【００９４】
　第１、第２実施形態では、導光円盤指針２の裏面２２に形成した溝１１のレイアウトを
、半径方向に中央部２ａから外周端２３まで伸びた直線形状とする場合を例として説明し
たが、本実施形態のように、他の形状とすることもできる。
【００９５】
　具体的には、図９に示すように、溝１１のレイアウトを、例えば、図１に示す溝１１の
レイアウトに対して、溝１１の中央部２ａ側の半分を省略したレイアウトとすることもで
きる。
【００９６】
　また、図１０に示すように、溝１１のうち、導光円盤指針２の外周端２３の近傍の部分
４１のみ、半径方向に直線状に伸びた形状とし、その他の部分４２の形状を曲線状に伸び
た形状とすることもできる。
【００９７】
　このように、指針１５が指し示す文字１ａや目盛り１ｂを視認者が判読できる形状であ
れば、指針１５のデザイン、すなわち、溝１１のレイアウトを種々のものに変更すること
ができる。
【００９８】
　また、図１０に示すように、導光円盤指針２の裏面２２に、ロゴ等の所望の装飾部４３
のレイアウトにて溝１１を設けることで、溝１１での反射光により、ロゴ等の装飾を表す
こともできる。
【００９９】
　（第４実施形態）
　図１１に、本実施形態における導光円盤指針２の断面図を示す。図１１は、図３（ａ）
に対応する図であり、溝１１の断面形状を示している。
【０１００】
　図３（ａ）に示すように、溝１１がいわゆるＶ溝で構成されている場合であって、Ｖ溝
を構成する面１２、１３に設けられたシボ１２ａが少ない（凹凸が小さい）場合では、溝
１１が角を有していると、導光円盤指針用光源８を点灯したときに、指針１５の中心に中
心線があるように見えてしまう。
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【０１０１】
　そこで、図１１に示すように、溝１１の谷部１１ｂに丸みを持たせることが好ましい。
これにより、指針１５に中心線が表れるのを抑制することができる。
【０１０２】
　（第５実施形態）
　図１２に、本実施形態における導光円盤指針２の断面図を示す。図１２も、図３（ａ）
に対応する図であり、溝１１の断面形状を示している。上記した各実施形態では、溝１１
の形状を、いわゆるＶ溝とする場合を例として説明したが、円盤部２ｂの内部を進行する
光が、視認者側に反射する形状であれば、他の形状とすることもできる。
【０１０３】
　例えば、図１２に示すように、溝１１を凹面５１で構成することもできる。なお、この
凹面５１に対しても、拡散処理を施すことが好ましい。
【０１０４】
　（第６実施形態）
　図１３に、本実施形態における導光円盤指針２の部分断面図を示す。この図は、図２の
断面のうち、導光円盤指針２の側面２３部分を拡大した図に相当する。
【０１０５】
　第１実施形態では、側面２３の形状を、表面２１、裏面２２に対して、垂直な面とする
場合を例として説明したが、図１３に示すように、側面２３の形状を、表面２１に対して
１３５°をなす平面２３ａと、裏面２２に対して１３５°をなす平面２３ｂとにより組み
合わせた形状とすることができる。側面２３ａ、２３ｂは、ともに、前面に平行に進む光
に対して４５°をなす面であり、互いの面がなす角度が９０°である。
【０１０６】
　これにより、円盤部２ｂの内部を進行する光を、図中の破線で示す矢印のように、反射
コート９で反射させて、再び、円盤部２ｂの内部を進行させることができる。
【０１０７】
　（第７実施形態）
　図１４に、本実施形態の第１の例における導光円盤指針２の断面図を示し、図１５に、
本実施形態の第２の例における導光円盤指針２の断面図を示す。図１４、１５では、図３
（ａ）と同様の構成部に、図３（ａ）と同一の符号を付している。
【０１０８】
　上記した各実施形態では、第１の反射部としての溝１１を、導光円盤指針２の裏面２２
に設ける場合を例として説明したが、図１４に示すように、導光円盤指針２の裏面２２に
第１の反射部としてのしぼ５２を単に設けることもできる。
【０１０９】
　また、図１５に示すように、導光円盤指針２の裏面２２に、第１の反射部としての透光
性の（透明な）着色層５３を設けることもできる。着色層５３は、例えば、白色である。
なお、この着色層５３は、印刷、塗装、ホットスタンプ等により形成される。
【０１１０】
　このようにしても、図１４、１５中の破線で示す矢印のように、導光円盤指針２の円盤
部２ｂの内部を進行する光を視認者側に反射させることができ、この反射光により指針１
５を表すことができる。
【０１１１】
　要するに、円盤部２ｂの内部を進行する光を、視認者側に光を反射させることができれ
ば、円盤部２ｂの裏面に透明な反射部材を配置したり、透明な円盤部２ｂの裏面を直接加
工したりすることで、第１の反射部を設けることができる。
【０１１２】
　なお、図示しないが、導光円盤指針２の裏面にしぼを設けることで、導光円盤指針２に
対して装飾をすることもできる。これにより、第１実施形態で説明したように、ボス１４
で反射した光で、文字板１の前面に模様を表すことが容易となる。



(13) JP 4665691 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

【０１１３】
　また、着色層５３は、透明（透光性）に限らず、不透明（不透光性）とすることもでき
る。この場合においても、第１実施形態と同様に、導光円盤指針２の円盤部２ｂのうち、
反射部材を除く部分１６が透明であるため、文字板１の文字１ａや目盛り１ｂが設けられ
た領域に対して、導光円盤指針２をオーバラップさせて配置することができる。この結果
、指針１５を文字板１の文字１ａや目盛り１ｂにオーバラップさせて表示できるので、文
字１ａや目盛り１ｂの判読性を向上させることができる。　
【０１１４】
　また、第１の反射部として、溝１１と着色層とを組み合わせたものを用いることもでき
る。すなわち、溝１１を構成する面１２、１３、５１（図３、１２参照）に着色層を設け
ることもできる。
【０１１５】
　（第８実施形態）
　図１６（ａ）に、本実施形態の第１の例における導光円盤指針２の断面図を示し、図１
６（ｂ）に、図１６（ａ）中の領域Ｃの拡大図を示す。また、図１７に、本実施形態の第
２の例における導光円盤指針２の断面図を示す。図１６、１７では、図３（ａ）と同様の
構成部に、図３（ａ）と同一の符号を付している。　
【０１１６】
　上記した各実施形態では、導光円盤指針２の裏面２２に対して、溝１１等の反射部を設
け、この反射部により、導光円盤指針２の内部を進行する光を視認者側に導くことで、指
針１５を表す場合を例として説明した。
【０１１７】
　これに対して、本実施形態のように、指針１５を表すように、導光円盤指針２の内部を
進行する光を視認者側に導く導光手段としての屈折部を、導光円盤指針２の表面２１に対
して、設けることもできる。
【０１１８】
　具体的には、図１６（ａ）に示すように、屈折部として、溝６１を、導光円盤指針２の
表面２１に設けることもできる。この溝６１は、図３（ａ）中の溝１１と同様の形状であ
る。また、溝６１を構成する面６２、６３には、拡散処理が施されており、例えば、図１
６（ｂ）に示すように、しぼ（微小な凹凸）６３ａが形成されている。　
【０１１９】
　本実施形態では、導光円盤指針２の表面に設けられた溝６１によって、図１６（ａ）中
の破線で示すように、導光円盤指針２の内部を進行する光が、屈折して、視認者側に導か
れるようになっている。このとき、溝６１の表面にしぼ６３ａが形成されているので、視
認者側に屈折した光は拡散する。これにより、導光円盤指針用光源８の点灯時では、第１
実施形態と同様に、指針１５が表される。
【０１２０】
　なお、ここでは、溝６１を構成する面６２、６３にしぼ６３ａを形成する場合を例とし
て説明したが、溝６１のみ、もしくは、しぼのみを導光円盤指針２の表面２１に設けるこ
ともできる。このようにしても、導光円盤指針２の内部を進行する光を、溝６１もしくは
しぼで、屈折させて、視認者側に視認者側に導くことができる。
【０１２１】
　また、溝やしぼの他に、図１７に示すように、屈折部として、透光性（透明な）着色層
６４を、導光円盤指針２の表面２１に設けることもできる。この着色層は、印刷、ホット
スタンプ、塗装等により、形成される。
【０１２２】
　この場合も、図１７中の破線で示すように、導光円盤指針２の内部を進行する光を、着
色層６４で、屈折させて、視認者側に視認者側に導くことができる。
【０１２３】
　なお、本実施形態の第１の例では、溝６１の表面６２、６３に、しぼ６３ａを形成する
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場合を例として説明したが、しぼ６３ａの代わりに、印刷や塗装等により、着色層を形成
することもできる。
【０１２４】
　（第９実施形態）
　第１実施形態では、溝１１の形状および大きさを一定にすることで、指針１５の明るさ
を均一にする場合を説明したが、本実施形態のように、指針１５の明るさを、長手方向で
部分的に変更させることもできる。
【０１２５】
　図１８に、本実施形態の第１の例における車両用表示装置の正面図を示す。また、図１
９（ａ）に、図１８中のＥ－Ｅ断面図を示し、図１９（ｂ）に、図１８中のＦ－Ｆ線断面
図を示す。また、図２０に、導光円盤指針用光源８の点灯時における車両用表示装置の正
面図を示す。図１８、１９、２０では、それぞれ、図１、３（ａ）、５と同様の構成部に
は、図１、３（ａ）、５と同一の符号を付している。
【０１２６】
　図１８に示す導光円盤指針２は、図１に示す導光円盤指針２に対して、溝１１の幅１１
ａが、導光円盤指針２の中心から外周に向かうにつれ、徐々に、広くなるように、溝１１
の幅１１ａを変更している。
【０１２７】
　そして、この溝１１は、図１９（ａ）、（ｂ）に示すように、どの位置においても、溝
１１を構成する面１２、１３の角度θが同じであり、導光円盤指針２の中心側と外周側で
は、溝１１の深さおよび幅１１ａが異なっている。言い換えると、導光円盤指針２の中心
側の溝１１と、外周側の溝１１とは、溝の形状が同じで、大きさが異なる相似関係となっ
ている。
【０１２８】
　このように、本実施形態の第１の例では、溝１１の断面形状を同一としたまま、溝１１
の大きさを、導光円盤指針用光源８の点灯時に表示される指針１５の根本側から先端側に
向かう方向で、徐々に、大きくしている。ここで、溝１１が大きいほど、導光円盤指針２
の内部を進む光の反射量が多く、より多くの光を視認者側に導くことができる。
【０１２９】
　このため、本実施形態によれば、図２０に示すように、導光円盤指針用光源８の点灯時
において、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、徐々に明るく見せることが
できる。
【０１３０】
　また、図２１（ａ）、（ｂ）に、本実施形態の第２の例における導光円盤指針２の断面
図を示す。図２１（ａ）は、図１中のＧ－Ｇ線断面図であり、図２１（ｂ）は、図１中の
Ｈ－Ｈ線断面図である。なお、図２１（ａ）、（ｂ）では、図３（ａ）と同様の構成部に
は、図３（ａ）と同一の符号を付している。
【０１３１】
　図２１（ａ）、（ｂ）に示すように、図１に示す導光円盤指針２に対して、溝１１の幅
１１ａを同一としたまま、溝１１が、導光円盤指針２の中心から外周に向かうにつれ、徐
々に、深くなるように、溝１１の深さを変更することもできる。
【０１３２】
　すなわち、溝１１の幅１１ａを同一としたまま、溝１１を構成する面１２、１３の角度
θを、導光円盤指針用光源８の点灯時に表示される指針１５の根本側から先端側に向かう
方向で、徐々に、小さくすることもできる。
【０１３３】
　なお、この場合、図２１（ｂ）に示すように、指針１５の先端側に対応する溝１１にお
いて、溝１１を構成する面１２、１３の角度θを４５°とすることが好ましい。
【０１３４】
　ここで、溝１１の幅１１ａが同一の場合、溝１１が深いほど、すなわち、溝１１を構成
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する面１２、１３の角度θが小さいほど、導光円盤指針２の内部を進む光の反射量が多く
、より多くの光を視認者側に導くことができる。このため、この場合においても、導光円
盤指針用光源８の点灯時において、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、徐
々に明るく見せることができる。
【０１３５】
　また、第１、第２の例では、第１の反射部として、溝１１を用いる場合について説明し
たが、第７実施形態で説明したように、第１の反射部として、しぼ、もしくは、着色層を
用いる場合においても、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、徐々に明るく
見せることができる。
【０１３６】
　図１４に示すように、導光円盤指針２にしぼ５２を形成する場合では、しぼの粗さを徐
々に変更する。しぼが粗い場合、すなわち、凹凸の深さが大きい場合、光が当たる面積が
大きくなり、光の反射量が多くなる。そこで、導光円盤指針２の中心から外周に向かうに
つれ、徐々に、しぼを粗くする。
【０１３７】
　また、図１５に示すように、導光円盤指針２に着色層５３を形成する場合では、グラデ
ーション印刷により、着色層５３を形成する。
【０１３８】
　具体的には、すべて同じ色のインクで印刷することで、着色層５３を形成するときでは
、インクの部分の面積を異ならせる。例えば、白色等の光を反射する光反射色を網点印刷
するとき、導光円盤指針２の外周側が密に、導光円盤指針２の中心側が疎になるように、
印刷する。一方、灰色等の光を吸収する光吸収色を網点印刷するときでは、その反対とす
る。
【０１３９】
　もしくは、光反射色と光吸収色の異なる色のインクで印刷することで、着色層５３を形
成することもできる。例えば、着色層５３の色を、導光円盤指針２の中心から外周に向か
うにつれ、明るい色から暗い色に、徐々に、変更させる。
【０１４０】
　このように、しぼ、着色層を、導光円盤指針用光源８の点灯時に表示される指針１５の
根本側から先端側に向かう方向で、導光円盤指針２の内部を進行する光が視認者側に反射
するときの光の反射量が、徐々に、多くなる構造とすることで、指針１５を、根本側から
先端側に向かうにつれて、徐々に明るく見せることができる。
【０１４１】
　なお、本実施形態では、導光手段としての第１の反射部を、導光円盤指針２の裏面２２
に設ける場合を例として説明したが、第８実施形態で説明したように、導光手段としての
屈折部を、導光円盤指針２の表面２１に設ける場合においても、本実施形態と同様の構造
とすることで、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、徐々に明るく見せるこ
とができる。
【０１４２】
　また、本実施形態では、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、徐々に、明
るく見せる場合を説明したが、必ずしも、徐々に、でなくても良い。また、本実施形態で
は、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、明るく見せる場合を説明したが、
その反対に、指針１５を、根本側から先端側に向かうにつれて、暗く見せることもできる
。
【０１４３】
　（第１０実施形態）
　図２２に、本実施形態における車両用表示装置の断面図を示す。なお、図２２では、図
２と同様の構成部には、図２と同一の符号を付している。
【０１４４】
　上記した各実施形態では、導光円盤指針２を、文字板１の前面側に配置する場合を例と
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して説明したが、図２２に示すように、文字板１の背面側（裏面側）に配置することもで
きる。すなわち、導光円盤指針２の前面側に、文字板１を配置することもできる。
【０１４５】
　この場合、文字板１を、透明なアクリル樹脂等の透光性材料により構成する。そして、
文字板１の裏面７１に、文字や目盛りに対応したレイアウトの溝７２を設ける。また、文
字板用光源７４を、例えば、文字板１の外周に配置する。
【０１４６】
　これにより、図２２中の破線で示すように、文字板１の側面から文字板１の内部に文字
板用光源７４からの光を進行させ、その光を溝７２で視認者側に反射させることで、文字
や目盛りが表示される。
【０１４７】
　なお、上記した各実施形態と同様に、溝７２の代わりに、しぼ、着色層等を文字板１の
裏面７１に設けることもできる。また、これらを、文字板の前面７３に設けることもでき
る。
【０１４８】
　また、図示しないが、文字板１を透明なアクリル樹脂等の透光性材料により構成し、文
字や目盛りを印刷等により形成した着色層で構成することもできる。この場合、夜間にお
いても、文字や目盛りの視認が可能となるように、文字や目盛りを照明する光源を配置す
る。
【０１４９】
　（第１１実施形態）
　第１実施形態では、導光円盤指針用の光源８として、すべて同じ色で発光する複数の光
源８を用いて、光源８を常に同じ色で発光させる場合を例として説明したが、本実施形態
のように、異なる色で発光する複数の光源８を用いることもできる。
【０１５０】
　図２３に、本実施形態における車両用表示装置の正面図を示す。また、図２４に、本実
施形態における車両用表示装置の概略構成図を示す。なお、図２３では、図１と同様の緒
構成部には、図１と同一の符号を付している。
【０１５１】
　例えば、図２３に示すように、光源８として、赤色で発光する赤色ＬＥＤ（発光ダイオ
ード）８ａと、白色で発光する白色ＬＥＤ８ｂとを、交互に、４つずつ配置する。なお、
赤色、白色、赤色ＬＥＤ８ａおよび白色ＬＥＤ８ｂが、それぞれ、特許請求の範囲に記載
の第１の色、第２の色、第１の光源および第２の光源に相当する。
【０１５２】
　そして、本実施形態の車両用表示装置では、図２４に示すように、赤色ＬＥＤ８ａと白
色ＬＥＤ８ｂは、メータＥＣＵ８１からの制御信号が入力されるようになっており、メー
タＥＣＵ８１により、点灯および消灯の制御がされる。メータＥＣＵ８１が特許請求の範
囲に記載の制御手段に相当する。
【０１５３】
　また、メータＥＣＵ８１は、ムーブメント７に対して、制御信号を出力するようになっ
ており、ムーブメント７を介して、導光円盤指針２を回動させる制御を行うようになって
いる。また、メータＥＣＵ８１には、例えば、オイルレベルセンサ８２や、車速センサ８
３から信号が入力されるようになっている。
【０１５４】
　本実施形態では、例えば、メータＥＣＵ８１は、車速センサ８３から車速が１００ｋｍ
／ｈ未満である旨の情報が入力されているとき、白色ＬＥＤ８ｂのみを点灯させ、車速セ
ンサ８３から車速が１００ｋｍ／ｈ以上である旨の情報が入力されたとき、白色ＬＥＤ８
ｂのみを点灯させた状態から、赤色ＬＥＤ８ａのみを点灯させた状態に切り替える制御を
行うようになっている。
【０１５５】
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　また、その反対に、メータＥＣＵ８１は、車速センサ８３から、車速が１００ｋｍ／ｈ
以上である旨の情報が入力された状態から、車速が１００ｋｍ／ｈ未満である旨の情報が
入力されたとき、赤色ＬＥＤ８ａのみを点灯させた状態から、白色ＬＥＤ８ｂのみを点灯
させた状態に切り替える制御を行うようになっている。
【０１５６】
　このようにして、本実施形態では、指針が１００ｋｍ／ｈ未満を示すとき、指針を白色
で表示し、指針が１００ｋｍ／ｈ以上を示すとき、指針を赤色で表示するようになってい
る。
【０１５７】
　ここで、円盤指針ではなく、単なる発光指針を用いた従来のアナログメータでは、指針
が文字板上の特定の指示領域に位置したときに、指針の色を変更させたい場合、その特定
の指示領域に対応させて、赤色等の任意の色の光源を配置する必要があった。言い換える
と、単なる発光指針を用いた従来のアナログメータでは、光源の配置場所によって、指針
の色が決定していた。
【０１５８】
　これに対して、本実施形態では、第１実施形態で説明したように、導光円盤用光源８か
ら照射された光が、導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部をあらゆる方向に進行する構造と
なっている。
【０１５９】
　このため、導光円盤指針２の円盤部２ｂの内部に光を照射できる位置に、赤色ＬＥＤ８
ａと白色ＬＥＤ８ｂとを、それぞれ、配置していれば、特定の指示領域に対応させて、赤
色ＬＥＤ８ａと白色ＬＥＤ８ｂとを配置しなくても、メータＥＣＵ８１による赤色ＬＥＤ
８ａと白色ＬＥＤ８ｂの点灯制御により、任意のタイミングで、指針１５の色を白色から
赤色、もしくは、赤色から白色に変更することができる。
【０１６０】
　したがって、本実施形態では、例えば、メータＥＣＵ８１が道路の制限速度に関する情
報を有している場合、走行中の道路の制限速度に対応させて、指針の発光色を任意に変更
させることもできる。
【０１６１】
　また、車速に応じて指針の発光色を変更させるだけでなく、ウォーニングランプの点灯
に連動させて、指針の発光色を変更させることもできる。例えば、メータＥＣＵ８１が、
オイルレベルセンサ８２から入力された情報に基づいて、ウォーニングランプを点灯させ
る必要があると判断したとき、白色ＬＥＤ８ｂのみ点灯した状態から、赤色ＬＥＤ８ａの
み点灯した状態に切り替える制御を行う。
【０１６２】
　これにより、オイル量に異常が生じたとき、指針の色を白色から赤色に変更させること
ができ、運転者に注意を促すことができる。
【０１６３】
　このように、オイルレベルセンサ８２、車速センサ８３等の車両状態検出手段からの信
号に基づいて、メータＥＣＵ８１が赤色ＬＥＤ８ａ、白色ＬＥＤ８ｂの点灯および消灯の
制御を行うことで、任意のタイミングで、指針の色を変更させることができる。
【０１６４】
　また、メータＥＣＵ８１に、赤色ＬＥＤ８ａ、白色ＬＥＤ８ｂの両方を点灯させ、かつ
、赤色ＬＥＤ８ａと白色ＬＥＤ８ｂのそれぞれの発光強度（輝度）を変更する制御を行わ
せることもできる。
【０１６５】
　このように、赤色ＬＥＤ８ａ、白色ＬＥＤ８ｂの両方を点灯させた場合では、指針１５
の色を、赤色ＬＥＤ８ａ、白色ＬＥＤ８ｂの両方の発光色を混合させた色とすることがで
きる。さらに、赤色ＬＥＤ８ａと白色ＬＥＤ８ｂのそれぞれの発光強度を調整することで
、その混合色を変更することができる。
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【０１６６】
　これにより、指針１５の色を、複数種類の色の中から選択した任意の色に変更すること
ができる。
【０１６７】
　また、本実施形態では、導光円盤指針用光源８として、赤色ＬＥＤ８ａ、白色ＬＥＤ８
ｂを用いる場合を例として説明したが、発光色が赤色、緑色、青色である光源を用いるこ
とで、指針１５をあらゆる種類の色に変更することができる。これにより、例えば、ユー
ザの好みで任意に指針の色を変更することが可能となる。
【０１６８】
　なお、本実施形態では、赤等の一種類の色で発光する光源を複数用いる場合を例として
説明したが、１つの光源で、発光色を複数の種類の色に変更できる光源を用いることもで
きる。
【０１６９】
　（第１２実施形態）
　第１実施形態では、導光円盤指針２を、中央部２ａと円盤部２ｂとからなる形状とする
場合を例として説明したが（図２参照）、本実施形態のように、円盤部２ｂのみからなる
形状とすることもできる。
【０１７０】
　図２５に、本実施形態の第１の例における車両用表示装置の断面図を示す。また、図２
６に、本実施形態の第２の例における車両用表示装置の断面図を示す。なお、図２５、２
６では、図２と同様の構成部に、図２と同一の符号を付している。
【０１７１】
　具体的には、図２５に示すように、導光円盤指針２を、中央に開口部を有する円形の平
板形状とすることもできる。この場合、導光円盤指針２の中央に、開口部を構成し、かつ
、導光円盤指針用光源８からの光を反射させる反射面２ｅを設ける。
【０１７２】
　また、ボス１４は、導光円盤指針２の表面２１に位置する平面部１４ａと、平面部１４
ａからムーブメント７側に突出した突出部１７ｂとから構成されている。この突出部１４
ｂは、導光円盤指針２の開口部内に配置された状態で、ムーブメント７の回転軸７ａに固
定されている。そして、平面部１４ａの裏面側に、導光円盤指針２が固定されている。
【０１７３】
　なお、本実施形態の導光円盤指針２は、平らなシート材を、打ち抜き等により、円形状
に加工し、導光円盤指針２の中心側に反射面２ｅを形成することで製造される。
【０１７４】
　このように、本実施形態では、導光円盤指針２の形状を、図２に示す導光円盤指針２と
比較して、簡略化および軽量化している。このため、本実施形態によれば、図２に示す導
光円盤指針２を製造する場合と比較して、導光円盤指針２の製造プロセスを簡略化できる
ため、製造コストを低減することができる。
【０１７５】
　また、図２６に示すように、導光円盤指針２の形状を、単に、中央に開口部を有する円
形の平板形状とすることもできる。この場合、ボス１４の裏面側に、導光円盤指針用光源
８からの光を、導光円盤指針２の内部に導くための反射面１４ｃを設ける。このとき、反
射面１４ｃには、例えば、メッキ層を設ける。
【０１７６】
　これにより、反射面２ｅの形成工程を省略できるので、図２５に示す導光円盤指針２を
製造する場合と比較して、導光円盤指針２の製造工程を簡略化することができる。
【０１７７】
　（第１３実施形態）
　図２７に本実施形態の第１の例における車両用表示装置の正面図を示し、図２８に、図
２７中のＩ―Ｉ線断面図を示す。なお、図２７、２８では、図１、２と同様の構成部に、
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図１、２と同一の符号を付している。
【０１７８】
　図２７、２８に示すように、ボス１４の代わりに、液晶表示画面等のマルチデバイス９
１を、導光円盤指針２の前面側に配置することもできる。なお、このマルチデバイス９１
は、保持部９２に保持されており、この保持部９２は、図示しない外周構造部から導光円
盤指針２の中心に伸びており、導光円盤指針２を部分的に覆う形状、すなわち、いわゆる
桜島構造となっている。なお、保持部９２については、透光性材料、不透光性材料のどち
らで構成しても良い。
【０１７９】
　また、図２９に、本実施形態の第２の例における車両用表示装置の断面図を示す。図２
９に示すように、導光円盤指針２の前面側に、導光円盤指針２の全域を覆う形状の透明な
保持部９３を配置し、この保持部９３の前面に、マルチデバイス９１を保持させることも
できる。
【０１８０】
　（第１４実施形態）
　図３０に、本実施形態における車両用表示装置の断面図を示す。図３０では、図２と同
様の構成部に、図２と同一の符号を付している。
【０１８１】
　第１実施形態では、導光円盤指針２の円盤部２ｂが平板状であって、車両用表示装置の
視認性の悪化抑制の観点より、円盤部２ｂの表面に対して、無反射コーティングを施す場
合を例として説明した。
【０１８２】
　これに対して、図３０に示すように、無反射コーティングを施す代わりに、導光円盤指
針２をおわん型にすることもできる。すなわち、導光円盤指針２の表面２１を凹面とする
こともできる。なお、文字板１も同様におわん型とする。このようにして、導光円盤指針
２の表面で反射した光が、視認者の目に入ることによる車両用表示装置の視認性の悪化を
抑制することもできる。
【０１８３】
　本実施形態によれば、無反射コーティングを施す工程を省略できるので、無反射コーテ
ィングを施す場合と比較して、製造コストを低減することができる。
【０１８４】
　（他の実施形態）
　（１）第１実施形態では、外周端２３に反射コート９を配置する場合を例として説明し
たが、反射コート９の配置場所は必ずしも外周端２３でなくても良く、外周端２３の近傍
である外周部に配置することもできる。指針１５の先端の位置に応じて、反射コート９の
位置を適宜変更することができる。
【０１８５】
　また、第２実施形態では、外周端２３に対向する位置に導光円盤指針用光源８を配置す
る場合を例として説明したが、同様に、必ずしも外周端２３に限らず、外周端２３の近傍
を含む外周部であれば、他の位置に導光円盤指針用光源８を配置することもできる。
【０１８６】
　（２）第１実施形態では、導光部２ｃ、反射面２ｄにより、導光円盤指針用光源８から
の光を円盤部２ｂに導く場合を例として説明した。これに対して、導光円盤指針用光源８
を反射面２ｄの位置に配置することで、導光円盤指針２において、導光部２ｃ、反射面２
ｄを省略し、直接、導光円盤指針用光源８から円盤部２ｂに光を照射させることもできる
。
【０１８７】
　また、第２実施形態においても、側面２３により、導光円盤指針用光源８からの光を円
盤部２ｂに導く場合を例として説明したが、この場合も同様に、側面２３の位置に導光円
盤指針用光源８を配置させることで、直接、導光円盤指針用光源８から円盤部２ｂに光を
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照射させることもできる。
【０１８８】
　（３）第１、２実施形態では、ボス１４やマスク３１を、光を透過せず、光を反射させ
る構成とする場合を例として説明したが、単に不透光性とし、光を反射しない構成とする
こともできる。例えば、ボス１４、マスク３１の裏面側を不透光性の黒色とすることもで
きる。
【０１８９】
　（４）上記した各実施形態では、文字板１が、表示部としての文字１ａ、目盛り１ｂを
有する場合を例として説明したが、文字１ａ、目盛り１ｂに限らず、図形やイラスト等の
表示部を文字板１が有する場合においても、本発明を適用することができる。
【０１９０】
　（５）上記した各実施形態では、車両表示装置としてのスピードメータに、本発明を適
用した場合を例として説明したが、スピードメータに限らず、他の車両用表示装置におい
ても本発明を適用することができる。また、車両に限らず、文字板と指針とを備える表示
装置であれば、航空機や船舶に搭載される表示装置や、時計等の表示装置においても、本
発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】本発明の第１実施形態における車両用表示装置の正面図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】（ａ）は図１中のＢ－Ｂ線断面図であり、（ｂ）は（ａ）中の破線で囲まれた領
域Ｃの拡大図である。
【図４】導光円盤指針用光源８の消灯時における車両用表示装置の正面図である。
【図５】導光円盤指針用光源８の点灯時における車両用表示装置の正面図である。
【図６】本発明の第２実施形態における車両用表示装置の正面図である。
【図７】図６中のＤ－Ｄ線断面図である。
【図８】導光円盤指針用光源８の点灯時における第２実施形態の車両用表示装置の正面図
である。
【図９】本発明の第３実施形態の第１の例における導光円盤指針２の正面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態の第２の例における導光円盤指針２の正面図である。
【図１１】本発明の第４実施形態における導光円盤指針２の断面図である。
【図１２】本発明の第５実施形態における導光円盤指針２の断面図である。
【図１３】本発明の第６実施形態における導光円盤指針２の断面図である。
【図１４】本発明の第７実施形態の第１の例における導光円盤指針２の断面図である。
【図１５】本発明の第７実施形態の第２の例における導光円盤指針２の断面図である。
【図１６】（ａ）は本発明の第８実施形態の第１の例における導光円盤指針２の断面図で
あり、（ｂ）は（ａ）中の領域Ｃの拡大図である。
【図１７】本発明の第８実施形態の第２の例における導光円盤指針２の断面図である。
【図１８】本発明の第９実施形態の第１の例における車両用表示装置の正面図である。
【図１９】（ａ）は図１８のＥ－Ｅ断面図であり、（ｂ）は図１８のＦ－Ｆ線断面図であ
る。
【図２０】第９実施形態の第１の例における導光円盤指針用光源８の点灯時での車両用表
示装置の正面図である。
【図２１】本発明の第９実施形態の第２の例における導光円盤指針２の断面図である。
【図２２】本発明の第１０実施形態における車両用表示装置の断面図である。
【図２３】本発明の第１１実施形態における車両用表示装置の正面図である。
【図２４】本発明の第１１実施形態における車両用表示装置の概略構成図である。
【図２５】本発明の第１２実施形態の第１の例における車両用表示装置の断面図である。
【図２６】本発明の第１２実施形態の第２の例における車両用表示装置の断面図である。
【図２７】本発明の第１３実施形態の第１の例における車両用表示装置の正面図である。
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【図２８】図２７中のＩ―Ｉ線断面図である。
【図２９】本発明の第１３実施形態の第２の例における車両用表示装置の断面図である。
【図３０】本発明の第１４実施形態における車両用表示装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１９２】
　１…文字板、２…導光円盤指針、３…基板、４…文字板用光源、
５、６…遮光板、７…ムーブメント、８…導光円盤指針用光源、９…反射コート、
１１…溝、１４…ボス、１５…指針。
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【図３】



(22) JP 4665691 B2 2011.4.6

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(23) JP 4665691 B2 2011.4.6

【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(24) JP 4665691 B2 2011.4.6

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(25) JP 4665691 B2 2011.4.6

【図２０】 【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】



(26) JP 4665691 B2 2011.4.6

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】



(27) JP 4665691 B2 2011.4.6

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０１－３１８９９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６０－１４５３１５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００１－２９６１５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実公昭５２－０５３２５９（ＪＰ，Ｙ１）　　
              特開２００３－０６５８０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０８２２７４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｄ　　　７／００－１２
              　　　
              　　　　　　１１／００－１３／２８
              　　　
              Ｇ１２Ｂ　　　１／００－１７／０８　
              Ｂ６０Ｋ　　３５／００－３７／０６　
              Ｇ０４Ｂ　　１９／００－３４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

